
※市外局番のない電話番号は『048』をつけておかけください。

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
およびおよび審議会等会議公開状況審議会等会議公開状況 問／市政情報課　☎463-1759

１　情報公開制度・個人情報保護制度

２　会議公開制度

令和 
7年度

　情報公開制度は、市が保有している公文書を市民の皆さんと共有するための仕組みです。また、個人情報保護制度
は、市が保有している個人情報について適正に取り扱うとともに、自分に関する個人情報の開示・訂正などを請求する
権利を保障するものです。非公開などの決定に対し納得できない場合、行政不服審査法の規定で審査請求ができます。

　公正で透明な会議運営と市政への市民参加促進のため、審議会等の会議を公開しています。
法令で設置を定められた会議や学識経験者を含み構成された会議は原則、公開され、審議検討
内容を傍聴することができます。

表1　公文書公開請求・公文書公開申出の受付件数と決定の状況

実施機関 受付件数
決定の状況（文書数）

公開 部分公開 非公開（うち不存在） 取下げ

市長
請求 17件 31文書 2文書 11文書 4文書 (4文書 ) 14文書

申出 8件 22文書 7文書 15文書 − −

教育委員会
請求 2件 2文書 − 2文書 − −

申出 3件 7文書 − 6文書 1文書 (1文書 ) −

選挙管理委員会
請求 2件 31文書 17文書 14文書 − −

申出 − − − − −

公平委員会
請求 − − − − −

申出 1件 1文書 1文書 − − −

計 
請求 21件 64文書 19文書 27文書 4文書 (4文書 ) 14文書

申出 12件 30文書 8文書 21文書 1文書 (1文書 ) −
※「申出」とは、情報公開請求権を有しない方の公開の申し出に実施機関が任意的公開を行った場合をいいます。
※「取下げ」については、情報提供による対応を含みます。

表2　保有個人情報開示請求の受付件数と決定の状況

実施機関 受付件数

決定の状況

開示 部分開示
不開示

取下げ
不存在 存否応答拒否

市長 25件 28文書 7文書 14文書 4文書 1文書 2文書

計 25件 28文書 7文書 14文書 4文書 1文書 2文書
※訂正および利用停止請求はありませんでした。

表3　審査請求の状況

審査請求 却下 審理員
手続中

情報公開・個人情報保護審査会
裁決済

審査中 答申 取下げ

1 0 0 1 0 0 0

表4　審議会等の会議公開状況

開催回数
公開・非公開の状況

傍聴人数
公開 非公開

499 253 246 111

※公開の会議の件数には一部非公開で行ったものも含みます。 
※非公開で行った会議の主な非公開理由は、個人情報を取り扱う審議を行ったためです。(朝霞市介護認定審査会など )
※会議の日程や開催場所は、市ホームページや市政情報コーナーでお知らせしています。
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問／開発建築課　☎ 423-3854

あなたが所有または管理されているあなたが所有または管理されている
「空き家」「空き家」はは適正適正にに管理管理されていますか？されていますか？
　管理が不十分で荒廃化が進んでいる空き家は、公衆衛生・治安の悪化、景観阻害など、近隣住民に深刻な被害を
もたらす可能性があります。建物を適正に維持管理することは、所有者等の責務です。空き家を管理する際は、朝
霞市で実施している空き家対策等を、ぜひご活用ください。

■空き家のワンストップ無料相談窓口（事前予約制）
　関係団体と協定を締結し、空き家に関する無料相談を行っています。
対象／市内に空き家を所有または管理している方
相談窓口／
　　·公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会県南支部　☎ 468-1717
　　　受付時間／午前10時～午後4時（水・土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く）
　　·一般社団法人埼玉県建築士事務所協会県南支部（有限会社内田設計内）　☎ 461-4507
　　　受付時間／午前10時～午後4時（土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く）
　　·一般社団法人日本空家対策協議会　☎ 042-453-8000
　　　受付時間／午前9時～午後6時（土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く）
■朝霞市空き家バンク制度
　空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、空き家を「買いたい・借りたい」利用希望者のマッチ
ングを行う制度です。空き家を「買いたい・借りたい」と考えている方は利用登録が必要です。交
渉・契約は、市と協定を締結した専門家「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会県南支部」の会
員である宅建業者が、当事者間の媒介を行います。
※市は、交渉・契約等に直接関与することはありません。また、現在、多数の利用希望がありますが、物件の登録
が無く、空き家が紹介できない状態です。「実家を相続したが、維持管理に困っている」「古い空き家だから処分し
たい」など、空き家を「売りたい・貸したい」方は、空き家バンクへの登録をぜひご検討ください。　
■空き家問題解決に取り組んでいます
　市では㈱クラッソーネおよび㈱武蔵野銀行と「朝霞市における空き家対策の促進に係る連携協定」を締結してい
ます。
·解体費用シミュレーターをご利用ください
問／クラッソーネ窓口

　　　☎ 0120-304-395　午前９時～午後６時（土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く）
　　専任アドバイザーが解体の見積りから工事完了までワンストップでサポートします。
　また、「解体費用シミュレーター」や「解体工事DXプラットフォーム」が利用できます。
·武蔵野銀行の相談窓口をご利用ください
問／武蔵野銀行朝霞支店

　　　☎  461-5345　午前９時～午後３時（土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く）
　 　空き家の解体・購入資金のほか、空き家の改築や改装、解体後の土地の利活用などに、「空き家活用ローン制
度」が利用できます。詳しくは、お問い合せください。
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　現在、旧高橋家住宅では、七夕飾りを展示しています。大小さまざま
な七夕飾りが風にゆれる様子は、初夏の訪れを感じさせます。今年の７月
７日は二十四節気の「小

しょう
暑
しょ
」。まさに夏が始まる日です。短冊にお願いご

とを書いて、夏の始まりをお祝いしませんか？
　ぜひ、七夕飾りを見に、旧高橋家住宅へお越しください。

朝霞市キャラクター
ぽぽたん
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